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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像ファイル管理装置であって、
　画像ファイルの属性情報に応じたフォルダに複数の画像ファイルを保存するように制御
する保存制御手段と、
　前記保存制御手段によって複数の画像ファイルを保存する際に、当該複数の画像ファイ
ルを保存するフォルダが１つの場合、当該フォルダをカレントフォルダとして設定し、前
記複数の画像ファイルを保存するフォルダが複数の場合、当該複数のフォルダを含む上位
の階層のフォルダをカレントフォルダとして設定する設定手段と、
　前記設定手段で設定された前記カレントフォルダを識別可能に表示手段に表示するよう
に制御する表示制御手段と、
を有することを特徴とする画像ファイル管理装置。
【請求項２】
　前記画像ファイルの属性情報とは、撮影日情報であることを特徴とする請求項１に記載
の画像ファイル管理装置。
【請求項３】
　前記画像ファイルは、画像入力装置から入力された画像ファイルであることを特徴とす
る請求項１または２に記載の画像ファイル管理装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記画像入力装置から入力された画像を他の画像と識別可能に表
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示画面に表示することを特徴とする請求項３に記載の画像ファイル管理装置。
【請求項５】
　画像ファイル管理装置に保存された画像を全て表示することを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか１項に記載の画像ファイル管理装置。
【請求項６】
　前記設定手段は、前記複数の画像ファイルを保存するフォルダが複数の場合、当該複数
のフォルダの上へと階層をたどっていったときに、共通にたどり着くフォルダをカレント
フォルダとして設定することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像フ
ァイル管理装置。
【請求項７】
　前記設定手段は、前記複数の画像ファイルを保存するフォルダが複数の場合、当該複数
のフォルダを含む上位の階層のフォルダのうち、最も下位の階層のフォルダをカレントフ
ォルダとして設定することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像ファ
イル管理装置。
【請求項８】
　前記設定手段は、前記複数の画像ファイルを保存するフォルダが複数の場合、当該複数
のフォルダのフォルダパスを上位階層から比較した結果、全ての前記複数のフォルダで一
致する部分のフォルダパスで示されるフォルダをカレントフォルダとして設定することを
特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像ファイル管理装置。
【請求項９】
　前記複数の画像ファイルは、１回の転送処理で転送される複数の画像ファイルであるこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の画像ファイル管理装置。
【請求項１０】
　画像ファイル管理装置を制御する方法であって、
　画像ファイルの属性情報に応じたフォルダに複数の画像ファイルを保存するように制御
する保存制御工程と、
　前記保存制御工程において複数の画像ファイルを保存する際に、当該複数の画像ファイ
ルを保存するフォルダが１つの場合、当該フォルダをカレントフォルダとして設定し、前
記複数の画像ファイルを保存するフォルダが複数の場合、当該複数のフォルダを含む上位
の階層のフォルダをカレントフォルダとして設定する設定工程と、
　前記設定工程で設定された前記カレントフォルダを識別可能に表示手段に表示するよう
に制御する表示制御工程と、
を有することを特徴とする画像ファイル管理装置の制御方法。
【請求項１１】
　コンピュータを、
　画像ファイルの属性情報に応じたフォルダに複数の画像ファイルを保存するように制御
する保存制御手段と、
　前記保存制御手段によって複数の画像ファイルを保存する際に、当該複数の画像ファイ
ルを保存するフォルダが１つの場合、当該フォルダをカレントフォルダとして設定し、前
記複数の画像ファイルを保存するフォルダが複数の場合、当該複数のフォルダを含む上位
の階層のフォルダをカレントフォルダとして設定する設定手段と、
　前記設定手段で設定された前記カレントフォルダを識別可能に表示手段に表示するよう
に制御する表示制御手段と、
として機能させるためのプログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能
な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、画像入力装置から画像ファイルを取り込み、管理を行う技術に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像入力装置から画像ファイル管理装置内に画像ファイルを取り込んで保存する
場合、予め保存先として指定したフォルダ（例えば、MyPictures等）を常にカレントフォ
ルダとして表示していた。この場合、画像データの撮影日（例えば、２００４年７月２６
日）によってフォルダの自動生成をする場合には、”My Pictures¥2004¥07¥2004_07_26”
というフォルダを自動作成し、そのフォルダに画像ファイルを保存していた。即ち、”My
 Pictures”というフォルダの中に”2004”というフォルダを作成し、この”2004”とい
うフォルダの中に”07”というフォルダを作成し、更にこの”07”というフォルダの中に
”2004_07_26”というフォルダを作成する作業を自動的に行い”2004_07_26”というフォ
ルダの中に画像ファイルを保存していた。そして、”My Pictures”のフォルダがカレン
トフォルダになっているため、”My Pictures”のフォルダ以下のフォルダを全て表示し
ていた。
【０００３】
　または、画像入力装置から転送され、画像ファイル管理装置内に保持される画像ファイ
ルが複数のフォルダに分類される場合（例えば撮影日が異なる複数の画像ファイルがある
場合）、一番最後に転送された画像ファイルが保持されたフォルダを、カレントフォルダ
として表示していた。
【非特許文献１】”Windows XPが搭載されているＰＣに写真を保存しよう”、[online]、
平成１５年２月２１日、Microsoft、[平成１６年８月３１日検索]、インターネット＜URL
：http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/digitalphotography/videos/getphotos.a
sp＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の従来例のうちの前者の方法では、保存先に指定したフォルダ（カ
レントフォルダ）の存在する階層に比べ、転送した画像ファイルが深い階層のフォルダに
保持される場合（上記の例では、保存先に指定された”My Pictures”というフォルダ（
カレントフォルダ）の階層の下に”2004”というフォルダの階層があり、この”2004”と
いうフォルダの階層の下に”07”というフォルダの階層があり、更にこの”07”というフ
ォルダの階層の下に”2004_07_26”というフォルダの階層がある）、図１に示すように、
選択状態となっている画像ファイル（現在取り込まれた画像ファイル）が小さく表示され
、ユーザーはどの画像ファイルが取り込まれたのかを判断することが難しい。
【０００５】
　また、上記の従来例のうちの後者の方法では、画像が保持された複数のフォルダのうち
、一つのフォルダのみをカレントフォルダとして表示することになるので、ユーザーは表
示されていないその他のフォルダの内のどのフォルダに画像ファイルが保持されたのかを
判断できない。
【０００６】
　また、非特許文献１には、画像を取り込んだフォルダを開くことや、取り込んだ画像の
みを選択状態にすることができることが開示されているが、「ある条件(撮影日など)」で
画像の取り込み先を振り分けることはできない。
【０００７】
　従って、本発明は上述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、画像入力装
置から画像ファイル管理装置に転送され保存された画像ファイルを容易に識別できるよう
にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係わる画像ファイル管理装置
は、画像ファイル管理装置であって、画像ファイルの属性情報に応じたフォルダに複数の
画像ファイルを保存するように制御する保存制御手段と、前記保存制御手段によって複数
の画像ファイルを保存する際に、当該複数の画像ファイルを保存するフォルダが１つの場
合、当該フォルダをカレントフォルダとして設定し、前記複数の画像ファイルを保存する
フォルダが複数の場合、当該複数のフォルダを含む上位の階層のフォルダをカレントフォ
ルダとして設定する設定手段と、前記設定手段で設定された前記カレントフォルダを識別
可能に表示手段に表示するように制御する表示制御手段と、を有することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係わる画像ファイル管理装置の制御方法は、画像ファイル管理装置を制
御する方法であって、画像ファイルの属性情報に応じたフォルダに複数の画像ファイルを
保存するように制御する保存制御工程と、前記保存制御工程において複数の画像ファイル
を保存する際に、当該複数の画像ファイルを保存するフォルダが１つの場合、当該フォル
ダをカレントフォルダとして設定し、前記複数の画像ファイルを保存するフォルダが複数
の場合、当該複数のフォルダを含む上位の階層のフォルダをカレントフォルダとして設定
する設定工程と、前記設定工程で設定された前記カレントフォルダを識別可能に表示手段
に表示するように制御する表示制御工程と、を有することを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明に係わるプログラムは、コンピュータを、画像ファイルの属性情報に応じ
たフォルダに複数の画像ファイルを保存するように制御する保存制御手段と、前記保存制
御手段によって複数の画像ファイルを保存する際に、当該複数の画像ファイルを保存する
フォルダが１つの場合、当該フォルダをカレントフォルダとして設定し、前記複数の画像
ファイルを保存するフォルダが複数の場合、当該複数のフォルダを含む上位の階層のフォ
ルダをカレントフォルダとして設定する設定手段と、前記設定手段で設定された前記カレ
ントフォルダを識別可能に表示手段に表示するように制御する表示制御手段と、として機
能させることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明に係わる記憶媒体は、上記のプログラムをコンピュータ読み取り可能に記
憶したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、画像入力装置から画像ファイル管理装置に転送され保存された画像フ
ァイルを容易に識別することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の好適な一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
　本実施形態では、画像入力装置から転送し、画像ファイル管理システムに保持する対象
の画像ファイルを、その撮影情報に従って自動作成される”撮影年¥撮影月¥撮影年月日”
フォルダに保持させる設定とし、また、保存先フォルダとして”My Pictures”フォルダ
を指定していることを前提とする。
【００２５】
　[保持されるフォルダが一つの場合の表示とフォルダツリー]
　転送・保持される全ての画像ファイルが単一のフォルダへ保持される場合、その単一の
フォルダをカレントフォルダとして、図２のように表示する。また、この場合のフォルダ
ツリーを図３に示す。図３において、選択状態となっているフォルダがカレントフォルダ
となる。
【００２６】
　例えば、２００４年７月２６日に撮影した画像ファイルのみを転送した場合、画像ファ
イルが保持されるフォルダは、”My Pictures¥2004¥07¥2004_07_26”となり、カレントフ
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ォルダとして表示されるフォルダも”My Pictures¥2004¥07¥2004_07_26”となる。
【００２７】
　[保持されるフォルダが複数の場合の表示]
　　（同月の場合の表示例とフォルダツリー）
　転送・保持される画像ファイル群が同じ月の異なる日に撮影された画像ファイルで構成
されている場合、１階層上のフォルダをカレントフォルダとして、図４のように表示する
。また、この場合のフォルダツリーを図５に示す。図５において、選択状態となっている
フォルダがカレントフォルダとなる。
【００２８】
　例えば、２００４年７月２０日に撮影した画像ファイルＡと、２００４年７月２６日に
撮影した画像ファイルＢを転送した場合には、画像ファイルが保持されるフォルダは、画
像ファイルＡについては、”My Pictures¥2004¥07¥2004_07_20”となり、画像ファイルＢ
については、”My Pictures¥2004¥07¥2004_07_26”となる。そして、カレントフォルダと
して画面上に表示されるフォルダは、１階層上の”My Pictures¥2004¥07”となる。
【００２９】
　　（同年の場合の表示例とフォルダツリー）
　転送・保持される画像ファイル群が同じ年の異なる月に撮影された画像で構成されてい
る場合、２階層上のフォルダをカレントフォルダとして表示する。この場合のフォルダツ
リーを図６に示す。図６において、選択状態となっているフォルダがカレントフォルダと
なる。
【００３０】
　例えば、２００４年５月２８日に撮影した画像ファイルＡと、２００４年７月２０日に
撮影した画像ファイルＢを転送する場合、画像ファイルが保持されるフォルダは、画像フ
ァイルＡについては、”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_28”となり、画像ファイルＢにつ
いては、”My Pictures¥2004¥07¥2004_07_20”となる。そして、カレントフォルダとして
画面上に表示されるフォルダは、２階層上の”My Pictures¥2004”となる。
【００３１】
　　（異年の場合の表示例とフォルダツリー）
　転送・保持される画像ファイル群が異なる年に撮影された画像で構成されている場合、
３階層上のフォルダをカレントフォルダとして表示する。この場合のフォルダツリーを図
７に示す。図７において、選択状態となっているフォルダがカレントフォルダとなる。
【００３２】
　例えば、２００３年５月２８日に撮影した画像ファイルＡと、２００４年７月２０日に
撮影した画像ファイルＢを転送する場合、画像ファイルが保持されるフォルダは、画像フ
ァイルＡについては、”My Pictures¥2003¥05¥2003_05_28”となり、画像ファイルＢにつ
いては、”My Pictures¥2004¥07¥2004_07_20”となる。そして、カレントフォルダとして
画面上に表示されるフォルダは、３階層上の”My Pictures”となる。
【００３３】
　　（カレントフォルダを決定するためのアルゴリズム）
　次に、カレントフォルダを決定するためのアルゴリズムについて、図８を参照して説明
する。
【００３４】
　まず、ステップＳ２で画像ファイルの転送が開始されると、転送・保持対象画像ファイ
ルの撮影日から、保存先フォルダパスを取得する（ステップＳ４）。
【００３５】
　ステップＳ６で、転送ファイルが１枚目であるか否かが判断され、１枚目の画像ファイ
ルであれば、その保存先フォルダパスをカレントフォルダパスとして設定する（ステップ
Ｓ１３）。
【００３６】
　ステップＳ６で、もし１枚目の画像ファイルでなければ、現在設定されているカレント
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フォルダパスと保存先フォルダパスを比較し、パスの一致している部分を抽出する（ステ
ップＳ１０）。
【００３７】
　ステップＳ１２では、抽出したパスをカレントフォルダパスとして設定する。
【００３８】
　そして、ステップＳ１４で全ての画像ファイルの転送が終了したか否かを判断し、転送
・保持対象画像ファイルの転送がすべて終了するまでステップＳ４～ステップＳ１４を繰
り返す。
【００３９】
　次に、図９は、図８に示すアルゴリズムを用いて、カレントフォルダがどのように変化
するかの一例を示す図である。
【００４０】
　まず、１枚目の画像ファイル”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_20¥IMG_0001.JPG”につ
いては、保存先フォルダパスは、”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_20”となる。そして、
１枚目の画像ファイルについては、図８のステップＳ６からステップＳ１３に進むので、
保存先フォルダパス”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_20”がそのままカレントフォルダパ
スとなる。
【００４１】
　２枚目の画像ファイル”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_20¥IMG_0002.JPG”については
、保存先フォルダパスは、１枚目の場合と同様に、”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_20”
となる。そして、２枚目の画像ファイルについては、図８のステップＳ８、ステップＳ１
０でカレントフォルダパスと保存先フォルダパスが比較され、この場合、現在のカレント
フォルダパスと保存先フォルダパスが同一であるので、現在のカレントフォルダパス”My
 Pictures¥2004¥05¥2004_05_20”がそのままカレントフォルダパスに設定される（図８、
ステップＳ１２）。
【００４２】
　３枚目の画像ファイル”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_28¥IMG_0003.JPG”については
、保存先フォルダパスは、”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_28”となる。この画像ファイ
ルは、２枚目の画像ファイルと撮影された月は同じであるが、日が異なる。そして、３枚
目の画像ファイルについては、図８のステップＳ８、ステップＳ１０で、カレントフォル
ダパスと保存先フォルダパスが比較され、この場合、現在のカレントフォルダパス”My P
ictures¥2004¥05¥2004_05_20”と保存先フォルダパス”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_28
”の一致している部分は、”My Pictures¥2004¥05”となるので、カレントフォルダパス
は、”My Pictures¥2004¥05”と設定され、”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_20”のフォ
ルダの内容と、”My Pictures¥2004¥05¥2004_05_28”のフォルダの内容の双方が画面に表
示される（図８、ステップＳ１２）。
【００４３】
　４枚目の画像ファイル”My Pictures¥2004¥07¥2004_07_26¥IMG_0004.JPG”については
、保存先フォルダパスは、”My Pictures¥2004¥07¥2004_07_26”となる。この画像ファイ
ルは、３枚目の画像ファイルと撮影された年は同じであるが、月が異なる。そして、４枚
目の画像ファイルについては、図８のステップＳ８、ステップＳ１０で、カレントフォル
ダパスと保存先フォルダパスが比較され、この場合、現在のカレントフォルダパス”My P
ictures¥2004¥05”と保存先フォルダパス”My Pictures¥2004¥07¥2004_07_26”の一致し
ている部分は、”My Pictures¥2004”となるので、カレントフォルダパスは、”My Pictu
res¥2004”と設定される（図８、ステップＳ１２）。
【００４４】
　更に５枚得目の画像ファイル”My Pictures¥2003¥07¥2003_07_26¥IMG_0005.JPG”につ
いては、保存先フォルダパスは、”My Pictures¥2003¥07¥2003_07_26”となる。この画像
ファイルは、４枚目の画像ファイルとは撮影された年も異なる。そして、５枚目の画像フ
ァイルについては、図８のステップＳ８、ステップＳ１０で、カレントフォルダパスと保
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存先フォルダパスが比較され、この場合、現在のカレントフォルダパス”My Pictures¥20
04”と保存先フォルダパス”My Pictures¥2003¥07¥2003_07_26”の一致している部分は、
”My Pictures”となるので、カレントフォルダパスは、”My Pictures”と設定される（
図８、ステップＳ１２）。
【００４５】
　以上のようにして、カレントフォルダが設定される。
【００４６】
　以上説明したように、上記の実施形態によれば、保存先に指定したフォルダの存在する
階層に比べ、転送した画像ファイルが深い階層のフォルダに保持されたとしても、保持さ
れた画像が比較的大きく表示されるため、ユーザーはどのフォルダへ取り込まれているの
かの判断が容易になる。
【００４７】
　また、転送が終わった瞬間に、画像が保持された複数のフォルダ全てが表示されるため
、ユーザーは画像ファイルが保持されたフォルダを容易に判別することができる。
【００４８】
　なお、上記の実施形態においては、撮影日情報に応じて階層的にフォルダを管理する場
合について説明したが、本発明は撮影日に限定されることなく、カメラの機種（メーカー
名、一眼レフタイプあるいはコンパクトタイプ、機種名等）等、他の管理情報に基づいて
フォルダを階層的に管理する場合にも適用可能である。
【００４９】
　（他の実施形態）
　また、各実施形態の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログ
ラムコードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給し、
そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納さ
れたプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでも
ない。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の
機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成す
ることになる。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより
、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づ
き、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理
の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も
含まれることは言うまでもない。
【００５０】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形
態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００５１】
　本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明した手順に対応す
るプログラムコードが格納されることになる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】深い階層に画像が取り込まれた場合の画面表示例を示す図である。
【図２】転送・保持される全ての画像ファイルが単一のフォルダへ保持される場合の画面
表示例を示す図である。
【図３】全ての画像が単一のフォルダに保持される場合のフォルダツリーの例を示す図で
ある。
【図４】１階層上のフォルダがカレントフォルダとなる場合の画面表示例を示す図である
。
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【図５】１階層上のフォルダがカレントフォルダとなる場合のフォルダツリーの例を示す
図である。
【図６】２階層上のフォルダがカレントフォルダとなる場合のフォルダツリーの例を示す
図である。
【図７】３階層上のフォルダがカレントフォルダとなる場合のフォルダツリーの例を示す
図である。
【図８】カレントフォルダを決定するためのアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図９】図８に示すアルゴリズムを用いて、カレントフォルダがどのように変化するかの
一例を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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